
一
頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
号

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
八
十
三
号
）
の
全
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
の
で
、
告
示
す
る
。

平
成

年

月

日

文
部
科
学
大
臣

特
定
胚
の
取
扱
い
に
関
す
る
指
針
（
案
）

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
五
条
）

第
二
章

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
い
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

第
三
章

動
物
性
集
合
胚
の
取
扱
い
（
第
十
二
条
―
第
十
六
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

ヒ
ト
に
関
す
る
ク
ロ
ー
ン
技
術
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

資料３
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二
頁

一

Ｅ
Ｓ
細
胞

胚
か
ら
採
取
さ
れ
た
細
胞
又
は
当
該
細
胞
の
分
裂
に
よ
り
生
ず
る
細
胞
で
あ
っ
て
、
胚
で
な
い
も

の
の
う
ち
、
多
能
性
（
内
胚
葉
、
中
胚
葉
及
び
外
胚
葉
の
細
胞
に
分
化
す
る
性
質
を
い
う
。
）
を
有
し
、
か
つ
、

自
己
複
製
能
力
を
維
持
し
て
い
る
も
の
又
は
そ
れ
に
類
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

二

動
物
ク
ロ
ー
ン
胚

動
物
の
体
細
胞
で
あ
っ
て
核
を
有
す
る
も
の
が
動
物
除
核
卵
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
り
生

ず
る
胚
（
当
該
胚
が
一
回
以
上
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
順
次
生
ず
る
そ
れ
ぞ
れ
の
胚
を
含
む
。
）
を
い
う
。

三

提
供
者

特
定
胚
の
作
成
に
必
要
な
細
胞
の
提
供
者
を
い
う
。

四

提
供
医
療
機
関

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
未
受
精
卵
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
（
以
下
「
未
受
精
卵
等
」
と

い
う
。
）
の
提
供
を
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
未
受
精
卵
等
を
移
送
す
る
医
療
機
関
を
い

う
。

五

体
細
胞
提
供
機
関

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
る
ヒ
ト
の
体
細
胞
（
以
下
単
に
「
体
細
胞
」
と
い
う
。
）
の
提
供

を
受
け
、
特
定
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
に
当
該
体
細
胞
を
移
送
す
る
機
関
を
い
う
。

六

倫
理
審
査
委
員
会

特
定
胚
の
取
扱
い
が
、
こ
の
指
針
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
倫
理

的
観
点
及
び
科
学
的
観
点
か
ら
調
査
審
議
を
行
う
と
と
も
に
、
当
該
特
定
胚
の
取
扱
い
の
進
捗
状
況
及
び
結
果
に

つ
い
て
、
当
該
特
定
胚
の
取
扱
い
を
行
う
者
か
ら
報
告
を
受
け
、
当
該
特
定
胚
の
取
扱
い
を
行
う
者
に
意
見
を
述

べ
る
組
織
を
い
う
。

（
作
成
で
き
る
胚
の
種
類
の
限
定
）



三
頁

第
二
条

特
定
胚
の
う
ち
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
胚
の
種
類
は
、
当
分
の
間
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
及
び
動
物
性
集
合
胚

（
一
以
上
の
動
物
胚
と
ヒ
ト
の
体
細
胞
又
は
ヒ
ト
受
精
胚
の
胚
性
細
胞
と
が
集
合
し
て
一
体
と
な
っ
た
胚
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
）
に
限
る
も
の
と
す
る
。

（
ヒ
ト
の
細
胞
の
無
償
提
供
）

第
三
条

特
定
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
る
ヒ
ト
の
細
胞
の
提
供
は
、
輸
送
費
そ
の
他
必
要
な
経
費
を
除
き
、
無
償
で
行

わ
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
特
定
胚
の
輸
出
入
）

第
四
条

特
定
胚
の
輸
出
及
び
輸
入
は
、
当
分
の
間
、
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
情
報
の
公
開
）

第
五
条

特
定
胚
を
作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
、
及
び
こ
れ
ら
の
行
為
後
に
特
定
胚
を
取
り
扱
お
う
と
す
る
者
は
、
そ

の
特
定
胚
の
取
扱
い
の
内
容
及
び
成
果
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
い

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
要
件
）

第
六
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
は
、
動
物
の
胚
又
は
細
胞
の
み
を
用
い
た
研
究
そ
の
他
の
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
な

い
研
究
に
よ
っ
て
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
科
学
的
知
見
が
得
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。



四
頁

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
目
的
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
疾
患
（
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細

胞
を
用
い
る
場
合
に
は
、
遺
伝
性
疾
患
（
遺
伝
に
よ
っ
て
発
現
し
、
又
は
そ
の
可
能
性
が
あ
る
疾
患
を
い
う
。
）
に

限
る
。
）
の
患
者
に
対
す
る
再
生
医
療
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
の
う
ち
、
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
作
成
し
て
行
う
研
究

で
あ
っ
て
、
新
た
に
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
す
る
こ
と
の
科
学
的
合
理
性
及
び
必
要
性
を
有
す
る
も
の
に
限
る
も
の

と
す
る
。

一

人
の
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
疾
患
で
あ
っ
て
、
そ
の
治
療
方
法
が
確
立
し
て

お
ら
ず
、
又
は
治

療
の
実
施
が
困
難
な
疾
患

二

不
可
逆
的
か
つ
著
し
い
身
体
機
能
の
障
害
を
も
た
ら
す
疾
患
で
あ
っ
て
、
そ
の
治
療
方
法
が
確
立
し
て

お
ら
ず

、
又
は
治
療
の
実
施
が
困
難
な
慢
性
の
疾
患

３

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
の
す
べ
て
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

一

霊
長
目
に
属
す
る
動
物
の
動
物
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
た
実
績
を
有
す
る
と
と
も
に
、
当
該
動
物
ク
ロ
ー
ン
胚

を
用
い
た
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
係
る
研
究
に
関
与
し
た
経
験
を
有
す
る
者
が
参
画
す
る
こ
と
。

二

動
物
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
、
当
該
動
物
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
作
成
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

三

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
取
り
扱
う
研
究
を
行
う
に
足
り
る
管
理
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
遅
滞
な
く
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
用
い
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。



五
頁

五

第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
を
用
い
て
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
同
項
第
一
号

又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
を
用
い
て
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ
細

胞
を
作
成
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

４

人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
、
人
又
は
動
物
の
胎
内
に
移
植
す
る
こ
と
の
で
き
る
設
備
を
有
す
る
建
物
内
に
お
い
て
作
成
し

て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

５

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
未
受
精
卵
等
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
提
供
す
る
者
に
よ
る
当
該
未
受
精
卵
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
思
が
確
認
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一

疾
患
の
治
療
の
た
め
摘
出
さ
れ
た
卵
巣
（
そ
の
切
片
を
含
む
。
）
か
ら
採
取
さ
れ
た
未
受
精
卵
（
提
供
者
の
生

殖
補
助
医
療
（
生
殖
を
補
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
医
療
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
用
い

る
予
定
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）

二

生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目
的
で
採
取
さ
れ
た
未
受
精
卵
で
あ
っ
て
、
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
予
定
が
な
い

も
の
又
は
生
殖
補
助
医
療
に
用
い
た
も
の
の
う
ち
受
精
し
な
か
っ
た
も
の

三

生
殖
補
助
医
療
に
用
い
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
一
の
細
胞
で
あ
る
ヒ
ト
受
精
胚
で
あ
っ
て
、
生
殖
補
助
医
療
に

用
い
る
予
定
が
な
い
も
の
の
う
ち
、
前
核
（
受
精
の
直
後
の
ヒ
ト
受
精
胚
に
存
在
す
る
精
子
又
は
未
受
精
卵
に
由

来
す
る
核
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
融
合
す
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
を
三
個
以
上
有
す
る
、
又
は
有
し
て
い
た
も



六
頁

の

６

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
こ
と
の
で
き
る
体
細
胞
は
、
当
分
の
間
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
も

の
に
限
る
も
の
と
す
る
。

一

手
術
又
は
生
検
（
生
体
か
ら
組
織
を
採
取
し
、
疾
患
の
診
断
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
に
よ
り
摘
出
又
は
採
取

さ
れ
た
も
の

二

研
究
に
利
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
採
取
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

）
三

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
る
た
め
に
新
た
に
採
取
し
た
も
の
（
提
供
者
の
身
体
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
と

ど
め
て
採
取
し
た
も
の
に
限
る
。
）

（
未
受
精
卵
等
の
提
供
者
等
の
同
意
）

第
七
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
未
受
精
卵
等
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
提
供
者
そ

の
他
提
供
の
意
思
を
確
認
す
べ
き
者
（
以
下
「
提
供
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
提
供
医
療
機
関
が
書
面
に
よ
り
同
意

を
得
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
は
、
提
供
医
療
機
関
が
前
項
の
同
意
を
得
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
提
供
者
等
に
対

し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
目
的
及
び
方
法



七
頁

二

提
供
を
受
け
る
未
受
精
卵
等
の
取
扱
い

三

予
想
さ
れ
る
研
究
の
成
果

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
の
届
出
を
し
、
当
該
届
出
の
内
容
が
こ
の
指
針
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が
文
部
科
学
大

臣
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

提
供
者
の
個
人
情
報
が
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
に
移
送
さ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
個
人
情
報
の
保
護
の
方
法

六

提
供
者
等
が
将
来
に
わ
た
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。

七

未
受
精
卵
等
、
当
該
未
受
精
卵
等
か
ら
作
成
さ
れ
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
及
び
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
作
成
さ
れ

る
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
つ
い
て
遺
伝
子
の
解
析
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
並
び
に
そ
の
遺
伝
子
の
解
析
が
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

八

研
究
成
果
そ
の
他
の
人
ク
ロ
ー
ン
胚
及
び
Ｅ
Ｓ
細
胞
に
関
す
る
情
報
が
提
供
者
に
示
さ
れ
な
い
こ
と
。

九

研
究
の
成
果
を
公
開
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
。

十

Ｅ
Ｓ
細
胞
が
長
期
間
維
持
管
理
さ
れ
る
と
と
も
に
、
当
該
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
す
る
機
関
に
無
償
で
交
付
さ
れ
る

こ
と
。

十
一

研
究
の
成
果
か
ら
特
許
権
、
著
作
権
そ
の
他
の
無
体
財
産
権
又
は
経
済
的
利
益
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
及
び
こ
れ
ら
が
提
供
者
に
帰
属
し
な
い
こ
と
。

十
二

未
受
精
卵
等
の
提
供
又
は
不
提
供
の
意
思
表
示
が
、
提
供
者
に
対
し
て
、
何
ら
の
利
益
又
は
不
利
益
を
も
た



八
頁

ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
。

十
三

同
意
を
得
た
後
少
な
く
と
も
三
十
日
間
は
未
受
精
卵
等
を
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
に
移
送
し
な
い
こ
と
並
び

に
同
意
の
撤
回
が
可
能
で
あ
る
こ
と
及
び
そ
の
方
法

３

提
供
者
等
は
、
未
受
精
卵
等
が
保
存
さ
れ
て
い
る
間
は
、
第
一
項
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

（
体
細
胞
の
提
供
者
等
の
同
意
）

第
八
条

前
条
の
規
定
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
等
の
同
意
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
中
「
未

受
精
卵
等
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
」
と
、
「
提
供
医
療
機
関
」
と
あ
る
の
は
「
体
細
胞
提
供
機
関
」
と
、
「
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細

胞
で
あ
っ
て
、
当
該
体
細
胞
の
提
供
者
に
係
る
情
報
が
な
い
も
の
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

」
と
、
「
提
供
者
等
に
対
し
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
体
細
胞
提
供
機
関
が
提
供
者
等
に
対
し
」
と
、
「
説
明
を
行
う

も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者

は
、
体
細
胞
提
供
機
関
が
体
細
胞
の
提
供
者
等
の
同
意
を
得
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
体
細
胞
提
供
機
関

が
提
供
者
等
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
書
面
を
交
付
し
、
説
明
を
行
う
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

一

Ｅ
Ｓ
細
胞
が
提
供
者
と
同
一
の
遺
伝
情
報
を
有
す
る
と
と
も
に
、
内
胚
葉
、
中
胚
葉
及
び
外
胚
葉
の
細
胞
に
分



九
頁

化
す
る
性
質
並
び
に
当
該
細
胞
を
複
製
す
る
能
力
を
有
す
る
こ
と
。

二

第
六
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
の
提
供
を
受
け
る
場
合
に
は
、
体
細
胞
の
採
取
の
方
法
、
並
び
に
採

取
に
伴
い
提
供
者
が
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
身
体
的
影
響
及
び
当
該
身
体
的
影
響
が
生
じ
た
場
合
の
補
償

３

体
細
胞
の
提
供
者
等
が
、
当
該
体
細
胞
を
用
い
た
研
究
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
求
め
る
場
合
に
は
、
人

ク
ロ
ー
ン
胚
作
成
者
が
、
そ
の
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
の
要
件
）

第
九
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

一

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
が
こ
の
指
針
の
規
定
に
適
合
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
後
の
取
扱
い
が
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
研
究
を
目
的
と
す
る
こ
と
。

三

霊
長
目
に
属
す
る
動
物
の
動
物
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
た
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
係
る
研
究
に
関
与
し
た
経
験
を
有

す
る
者
が
参
画
す
る
こ
と
。

四

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
動
物
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
作
成
し
た
実
績
を

有
す
る
こ
と
。

五

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
取
り
扱
う
研
究
を
行
う
に
足
り
る
管
理
的



一
〇
頁

能
力
を
有
す
る
こ
と
。

六

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
遅
滞
な
く
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
用
い
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

七

第
六
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
を
用
い
て
作
成
し
た
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
同
条
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
体
細
胞
を
用
い
て
作
成
し
た
人
ク
ロ
ー
ン
胚
か
ら
ヒ
ト
の
Ｅ
Ｓ

細
胞
を
作
成
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

八

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
が
無
償
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

九

人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
譲
受
が
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
た
建
物
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
作
成
後
又
は
譲
受
後
の
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
い
の
要
件
）

第
十
条

作
成
後
又
は
譲
受
後
の
人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
か
ら
原
始
線
条
（
胚
の
発
生
の
過

程
で
胚
の
中
央
部
に
現
れ
る
線
状
の
く
ぼ
み
で
あ
っ
て
、
内
胚
葉
及
び
中
胚
葉
が
発
生
す
る
部
分
と
な
る
も
の
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
現
れ
る
ま
で
の
期
間
に
限
り
、
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
を
経
過
す
る
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
経
過

日
」
と
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
原
始
線
条
が
現
れ
な
い
特
定
胚

に
つ
い
て
は
、
経
過
日
以
後
は
、
そ
の
取
扱
い
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

２

前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
人
ク
ロ
ー
ン
胚
に
凍
結
保
存
さ
れ
て
い
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
凍
結
保
存

期
間
は
、
経
過
期
間
に
算
入
し
な
い
。



一
一
頁

３

人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
、
当
該
胚
を
作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
建
物
内
に
お
い
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

４

作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
た
人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
、
遅
滞
な
く
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
作
成
に
用
い
る
も
の
と
す
る
。

５

人
ク
ロ
ー
ン
胚
は
貸
与
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
倫
理
審
査
委
員
会
へ
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
一
条

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
、
及
び
こ
れ
ら
の
行
為
後
に
人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
取
り
扱
お
う

と
す
る
者
（
以
下
「
人
ク
ロ
ー
ン
胚
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
法
第

六
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
を
行
う
前
に
、
人
ク
ロ
ー
ン
胚
取
扱
者
の
所
属
す
る
機
関
（
人
ク
ロ
ー

ン
胚
取
扱
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も

の
と
す
る
。

第
三
章

動
物
性
集
合
胚
の
取
扱
い

（
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
要
件
）

第
十
二
条

動
物
性
集
合
胚
の
作
成
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
。

一

動
物
性
集
合
胚
を
用
い
な
い
研
究
に
よ
っ
て
は
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
科
学
的
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
。

二

動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
動
物
性
集
合
胚
作
成
者
」
と
い
う
。
）
が
動
物
性
集
合
胚

を
取
り
扱
う
研
究
を
行
う
に
足
り
る
技
術
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
。



一
二
頁

（
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
に
必
要
な
細
胞
の
提
供
者
の
同
意
）

第
十
三
条

動
物
性
集
合
胚
作
成
者
は
、
動
物
性
集
合
胚
の
作
成
に
ヒ
ト
の
細
胞
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
提

供
者
か
ら
書
面
に
よ
り
同
意
を
得
る
も
の
と
す
る
。

２

動
物
性
集
合
胚
作
成
者
は
、
第
一
項
の
同
意
を
得
る
に
当
た
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

一

提
供
者
が
同
意
を
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
。

二

提
供
者
の
意
向
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
提
供
者
の
立
場
に
立
っ
て
公
正
か
つ
適
切
に
次
項
の
説
明
を
行
う
こ

と
。

三

提
供
者
が
同
意
を
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
的
余
裕
を
有
す
る
こ
と
。

３

動
物
性
集
合
胚
作
成
者
は
、
第
一
項
の
同
意
を
得
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
提
供
者
に
対
し
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
交
付
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

動
物
性
集
合
胚
の
作
成
の
目
的
及
び
方
法

二

提
供
を
受
け
る
細
胞
の
取
扱
い

三

動
物
性
集
合
胚
の
作
成
後
の
取
扱
い

四

提
供
者
の
個
人
情
報
の
保
護
の
方
法

五

提
供
者
が
将
来
に
わ
た
り
報
酬
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
こ
と
。

六

提
供
者
が
同
意
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
。



一
三
頁

七

提
供
者
が
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

４

提
供
者
は
、
第
一
項
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
動
物
性
集
合
胚
の
譲
受
の
要
件
）

第
十
四
条

動
物
性
集
合
胚
の
譲
受
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

一

譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
動
物
性
集
合
胚
が
こ
の
指
針
の
規
定
に
適
合
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

動
物
性
集
合
胚
を
譲
り
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
動
物
性
集
合
胚
を
取
り
扱
う
研
究
を
行
う
に
足
り
る
技
術
的
能

力
を
有
す
る
こ
と
。

三

動
物
性
集
合
胚
の
譲
受
が
輸
送
費
そ
の
他
必
要
な
経
費
を
除
き
、
無
償
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

（
作
成
後
又
は
譲
受
後
の
動
物
性
集
合
胚
の
取
扱
い
の
要
件
）

第
十
五
条

作
成
後
又
は
譲
受
後
の
動
物
性
集
合
胚
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
取
り
扱
う
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

動
物
性
集
合
胚
を
人
の
胎
内
に
移
植
し
な
い
こ
と
。

二

第
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

三

動
物
性
集
合
胚
を
用
い
て
ヒ
ト
の
生
殖
細
胞
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
生
殖
細
胞
と
他
の
生
殖
細
胞
と
を

受
精
さ
せ
な
い
こ
と
。



一
四
頁

四

動
物
性
集
合
胚
を
動
物
の
胎
内
に
移
植
し
た
場
合
に
は
、
当
該
動
物
性
集
合
胚
か
ら
交
雑
個
体
又
は
交
雑
個
体

に
類
す
る
個
体
の
生
成
を
防
止
す
る
た
め
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

五

動
物
性
集
合
胚
を
動
物
の
胎
内
に
移
植
し
、
当
該
動
物
性
集
合
胚
か
ら
個
体
を
作
り
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該

個
体
と
他
の
個
体
と
を
交
配
さ
せ
な
い
こ
と
。

（
倫
理
審
査
委
員
会
へ
の
意
見
の
聴
取
）

第
十
六
条

動
物
性
集
合
胚
を
作
成
し
、
又
は
譲
り
受
け
、
及
び
こ
れ
ら
の
行
為
後
に
特
定
胚
を
取
り
扱
お
う
と
す
る

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
動
物
性
集
合
胚
取
扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
動
物
性
集
合
胚
の
取
扱
い
に
つ
い

て
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
へ
の
届
出
を
行
う
前
に
、
動
物
性
集
合
胚
取
扱
者
の
所
属
す
る
機
関
（

動
物
性
集
合
胚
取
扱
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
法
人
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
っ
て
設
置

さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
動
物
性
集
合
胚
取
扱
者
が
機
関
に
所
属
し
な
い
と
き
又
は
そ
の
所
属
す
る
機
関
に
倫
理

審
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
当
該
動
物
性
集
合
胚
取
扱
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
機
関
に
よ
っ
て

設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
の
意
見
を
聴
く
こ
と
を
も
っ
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
試
験
研
究
機
関

二

大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。
）
又
は
大
学



一
五
頁

共
同
利
用
機
関
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
大
学
共
同

利
用
機
関
を
い
う
。
）

三

独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立

行
政
法
人
を
い
う
。
）

四

特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設

立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
五
号
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
も
の
を
い
う
。
）

五

認
可
法
人
（
特
別
の
法
律
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
設
立
に
関
し
行
政
官
庁
の
認
可
を
要
す
る
法
人
を

い
う
。
）

六

一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
○
年
○
月
○
日
か
ら
施
行
す
る
。


